
フオーラム新桑名研修報告書

氏名 : 愛敬 重之

■ 2016 年4 月 25日 (月) 南三陸町役場 復興復旧視察
対応者 :南三陸町議会議長 星 喜美男氏 企画課 佐藤正之氏 (代表)

■ 4 月 26日 (火) 東松島市被災地視察
対応者 :一般社団法人防災プロジェクト 中井政義氏

■ 4 月 27日 (水) 会津若松市 認定こども園、子育て情報誌、 乳児への図書交付事業
対応者 :事務局 小端国彦氏、健康福祉部こども保育課 藤森佐智子氏

主幹 鈴木誠治氏 副主幹 田場川貴光氏
南三陸町一東日本大震災からの復興状況一25日
人口について

平成 23 年 2 月末日では 17,666 人でしたが、 現在は -
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画た。避難者については、平成 24 年 5 月時点では、県内

県外に合わせて 929 世帯がみなし仮設住宅等へ入居し ▲Iゞ -
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轢き奢淺残鼾 3月末時点では571世帯まで減少 電糯ミ戚 楚り頚
　 　　 　 　　　　　

仮設住宅での暮ら uこついて
東日本大震災から4 年 10ヶ月が過ぎたが、今なお町

区外 58カ所の仮設住宅に 1,251世帯 (3,473 人) が生活されています。町や社会福祉協議会で
は仮設住宅でのコミュニティ形成の支援や、生活支援員 - l

により住民の不安や寂しさを傾聴しながら、一人ひとり
の気持ちの寄り添う活動を行っている。仮設住宅での生 l
活が長期化する中、一日でも早く仮設住宅から『終の棲

　　　 　　　　

整備事業を進めているようです。
災害廃棄物 (がれき) 処理の状況について

家』に移れるよう防災集団移転促進事業や災害公営住宅 ‐二.曲富壽無輻師覊窯檻罐こ げ門 ,團
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i圏曲,曲判事舞ま ね 戒≦義鑿融.こご畿‐
南三陸町戸倉地区在郷の廃棄物処理施設 (平成 26年 墨田ニロ1騙壷跡▲
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3月末にて業務終了)等により、南三陸町にて発生した らど ☆三島報誣圏鞍謡総連轌
災害廃棄物の処理実績 72.3 万 t※津波堆積物含む (平 脛国酩薑謡穀憑‐"←
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常時 4,700 t /年 176 年分 ! )
災害廃棄物は施設にて選別、洗浄、 破砕され復興資材 (砕石 ･盛土材等) ヘリサイクルし復興
工事に再利用されるようです。

公共インフラの本格復旧 ･復興の進捗状況について
公共インフラの件については資料の表がありましたので添付します。

■安全･安心のための基盤整備関係 ■交通関係

災害廃棄物の処理は進捗率100 %となっ 漁港は県管理･町管理ともに100 % 着

ている。}副Il対策は62 % が着手済みである 手済みとなっている。町道は約82 % が者

が、海岸対策は着手まで至っていない。 手済みであるが、全面着手には至ってい
ない(;

　

　　　　
　　　

　　　　　　　 　　 　　　 　

河川対策 に - -1 着手済 8箇所 町管理
F u盤二些れニニ仁汁 着手所 19箇所

被災箇所数 -3僑所 漁港 者
被災箇所教 19箇所

が. 雫口元5 陸姦-.";円- -汽彗

海岸対策
.~
霰灌激 増熟 県管理 三一 - -Y 雑翹所数 :礬漁港 .》

橇霊二 (平成27年12月現在) {平成幻坪l?月現在)



■災害公営住宅･まちづくり関係

　　　　　 　　
災害公営 I

計固8地区･736戸　　　 　　　鮭宅 着手漸地区･瑚戸
主さ、 けちご獲区･-04戸案蕨;

防馨鼠i也 " =代 守 計琥｣為回旋･84!区画
(大里R豆を こ.--.ニニニー上 全28国地が府糾≦済み - - !
程と塩匡救〉 - r hも2q団燒･316区画流戒)
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復旧 ･復興事業の人的体制
南三陸町役場職員は 352 人、 うち他の自治体からの派遣職員として 109 人が、 16 部県、 48

団体から派遣されているようです。 三重県の方も 1人いました。
産業 ･雇用について

商工業の推移については、震災により 473事業所が
被災。うち 264事業者が営業再開している、早期事業
再開を支援するため、 (独) 中小企業基盤整備機構が
仮設施設 (店舗 ･事務所 ･工場等) を整備し、 89 事
業者が営業を行っている。

｢伊里前福幸商店街｣ (平成 23年 12月) ｢南三陸さ
んさん商店街｣ (平成 24年 2月) がオープンし毎月復
興市を開催しており、平成 27年 9月には開催 50回記
念を迎え、少しずつですが産業、雇用と安定はしてい
るようです。農業や水産業については、やはり農業に
ついては水産業に比べ遅れているようです。魚市場水

湯量、 取引額についても震災前より増加傾向で
す。

観光業の復興状況について
震災が発生した平成 23 年は、観光入込が約 36

万人まで低下したが、平成 24年時点では、約 90
万人と被災前の9割程度まで回復した。 平成 25

年は横ばいの状態だったが、 被災地観光目的の
方々の減少等により、平成 26年は約 76万人と低
下傾向となった。
海外では台湾のインバウンドを期待しているよ
うです。

地域公共交通の状況について
公共交通 : B R T の運行開始
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台湾の皆さんありがとら
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J R 気仙沼線は ｢柳津~ 気仙沼｣ 区間で連休中と
なっているが、 平成 24 年 12月 22 日より、 B R

T (バス高速輸送システム)が本格運行開始した。
鉄路復旧にあたっては、ルート移設や膨大な費用
がかかるため、 B R T での本格復旧を受け入れ、
早期のまちづくりを進めていく方針を打ち出し
ている。



復興に向けた動き【医療】
医療 :南三陸病院 ･総合ケアセンター南三陸

平成 27 年 11月 25 日に、 医療 ･保健 ･福祉が連携する ｢南三陸病院 ･総合ケアセンター南
三陸｣ の落成式が行われた。南三陸病院は、 町内の ｢公立南三陸診療所｣ と登米市米山の ｢公
立志津川病院｣ を統合して、 12月 14 日に開院した。

建設費 :55億 8 千万円 (造成工事費含まず)
費用内訳 台湾紅十時社 22 億 2 千万円

国、 県補助金ほか 33億 6 千万円
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病棟数
一般病床 40 床
療養病床50床

･ " さに町対し て【ご - { 診療科　　　　　 　　
　 　　　

(内科、外科、 整形外科、 泌尿器科、 皮膚科、小児科、 眼科

認競8 耳鼻咽喉科、 婦人科、 歯科口腔外科)

キ
ー鬘,贓 ゞ群岡 (平成 28年 1月から透析開始)
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復興に向けた動き (行政) について
南三陸町役場 (新庁舎 ･歌津総合庁舎)

平成 27年 5月に、 南三陸町役場の新庁舎 (本庁舎 ･歌津総合支所) の基本設計を公表した。
平成 29 年完成を予定しており、 木のぬくもりある内装で、 町内の交流スペースを設ける予定
となっているようです。

庁舎周辺の状況です。
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まとめ
南三陸町は4 年前にも視察させていただきましたが今回の視察で首長の活躍がよく理解で

きました。震災状況を首長が細かく記者会見等を実施してテレビ放映等をうまく使い南三陸町
の状況を一番放映できた事がありました。震災時の職員は非常に多忙であり取材陣が職員のと
ころに行くのではなく首長が一括して答弁するスタイルを取った事が結果プラスに繋がった
と思います。 旧防災センターも残り以下のような完成となるようです。
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災害公営杜宅の建設
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東松島市被災地視察 26 日

公民連携による復興まちつくリヘの取組み

病三陸病院･総合ケアセンター南‐二陸
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防災プロジェクト 中井政義氏同行による解説
2011 年 3 月 11日午後 2 時 46 分大羽羊 l

三陸沖で発生したマグニチュード9 . 0 の

巨大地震による大津波は、大曲浜地区に3
時 50 分高さ約6 m の津波が来襲し、第一

-

/, r

‐l　　　　　　　　　　　道 45号をはるかに越え仙石線まで達し、
その数は第人波まで津波は襲来したようです。東松島市の被災
地区が復旧や復興へと進むことになるが、 この大地震の教訓

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ました。徐々 に戻ってきている人がいる鴛繋ぐ涛礬喫事 を

l家に戻りたいのに戻
J れない人が中途半端
- な状態で家を放置し
-
て状況が数多くあり

ご興起.

ました。
ご本人も中々仮設住宅に入れない時期があり現在は

ようやく入れたようですが、 精神的にも非常に苦しい



金属ガレキもまだ残っており被災エリアの大きさを感じました。
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中井氏の資料から被災前の状態から被災直前の写
真を見ながら現地での解説となり非常に分かりや
すい視察でした。引き続き支援していきます。



会津若松市視察 27 日
.認定こども園について
･子育て情報誌につし、て
･乳児への図書交付事業について
認定こども園について

･具体的手法や進行状況は
本市の教育 ･保育施設のほとんどが民間施設であり、 子ども ･子育て支援新制度への移行

の際も民間施設の意向が重要でした。 その結果、 従前の保育所と認定こども園はそのままの

　　　　　　　　 　　
　　　　 　

幼稚園の新制度移行が全国で 2 割程度といわ i圓竪瀧　　　　　 　 　 　　　
　

　 　
　　

- -- - - -- -
常に高いものがあります。 その背景には、 保 ｣ /

･ 、、

育需要の高まりにより保育所が定員を超えて 一 --
　 　 　 　

受け入れているのに対し、 定員割れの幼稚園 “ 剣
, も

.Jニ ミ、~二に---/　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

･ ｢小規模保育事業所｣ ｢家庭的保育所｣ の設置
に至る経過は

国の ｢家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準｣ に基づき条例を制定し、 平成 27
年4 月より市の認可事業として開始。
市全体の保育供給量の拡大には、まず認定こども園への移行推移を掲げているため、 小規模
保育事業等を積極的に推進しておらず、事業者の公募は行っていない。しかしながら、現実、
認定外保育施設へ入所してる児童がいるため、地域型保育事業への移行が想定される認可外
保育施等の事業者を対象に説明会を開催して上で、認可希望事業者とは個別での対応として
いる。 現在は、小規模保育事業A 型 2 施設 ･家庭的保育事業2 施設が運営されている。

･幼保連携型や幼稚園型を軌道に乗せた方法は
基本的には施設の意向をもとに、認定こども園への移行支援として、 保育が必要な児童を

受け入れるための施設整備に対し積極的に補助しながら、 認可申請に際し書類作成の指導 ･
助言を行った。

･幼保連携型や幼稚園型の役割とニーズ調査の結果から、 その役割等に変化は
保育ニーズの高まりから長時間の保育が必要な児童が増加しており、その傾向が今後も続

くものと想定されるため、 2 ･ 3 号認定の受入れ枠の拡充のお必要があります。本市の認定
こども園のすべてが幼稚園からの移行であったため、 1号認定に加え、 2 ･ 3 号認定の子ど
もの受入れが可能になるため、 保育の枠の拡大につながっているものと考えます。

･統廃合や新しい形での設置の可能性は
市内の教育 ･保育施設のうち公立施設は、 従来

は中央保育所 1カ所のみでありましたが、 市町村 戸÷=÷ キーミニ旦風選一豊』-- ~

　　　　　　　　　　　　　　　　
　

いては平成 28 年 4 月 1 日に公立 4 施設を廃止し、 ,

　　　　　　 　　
学校法人による設置 ･運営を開始旧河東町につい ‘

-』

幼稚園 ･保育所ともに 1施設ずつでの運営。
一 一 ★ "

今後は、合併時に合併特例債事業として、｢統合幼
稚園整備事業｣ を引き継いでいますが、適正な集団規模の確保が必要なこともあり、 認定こ
ども園への移行も含めての検討課題となっている。

･企業内保育所等の有無は
2 施設あり従業員のみで認定外保育であり、いずれも地域型保育給付を受ける施設へは移



行していない。
子育て情報誌の発行について

･編集、 発行について

『じゃんけんぼん』
･対象を満 1歳児以上としている
･掲載内容は、当月の予定、保育師による健康に関する内容、栄養士による食に関する内容、
図書館司書による絵本に関する内容、 支援担当者による子育てワンポイント的な内容

『ぐーちーば一』

･対象を満 1歳未満児としている
･掲載内容は、図書館司書による絵本の紹介、保健師による健康面の内容、栄養士による食
に関する内容 ･支援担当者による子育てアドバイス、 0 歳児に関する活動案内

『ついんずクラブ通信』
･対象は多胎児としている。
･内容は、実施した日の活動の様子を掲載
･平成 28 年度は、名称を 『マロンコロンクラブ』と改称
情報誌を作成する保健師 ･栄養士とは、子育て支援センターのある保育所に勤務する職員

であり、掲載内容は保育所で発行する保健だより、食べ物だよりからの抜粋、または新たに
作成している。1年間を通じて掲載する内容に継続性を待たせるよう工夫してし、る。特に『ぐ
ーちーば一』の食に関する内容では、 離乳の段階を把握しやすいよう配慮したり、 健康に関
する内容では、 季節に合わせた内容としている。

乳児への図書交付事業について
･交付に至る経緯ときっかけは

平成 26 年度末に決定された国の地域活性化 ･地域住民生活等緊急支援交付金の活用策の
全庁的な検討において、 他のプレミアム商品券等々の本交付金事業と同時に消費喚起に加
え、子どもの健全育成及び子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とし、子どもたちが絵本や
図書に親しむ機会の充実のために、中学生以下の子どもを対象に図書券を交付する事業を実
施しました。 (このうち未就学児にかかる分をこども家庭課で担当)
また、未就学児を対象とした図書券の使用率が 90% であったため、未使用分図書券の事業費
を活用し、 当初図書券の交付対象外であった基準日 (平成 27 年6月 1日) 以降に出生した
子どもを対象に、 絵本を交付する事業を追加で実施しました。
なお、 追加実施の事業についても、 当初事業と同様に図書券の交付も検討したが、 年度内事
業完了の事業スケジュールから図書券の発行 ･換金が困難であったため、事業の実施手法を
絵本の現物交付に切り替えて実施しました。

･交付対象とその方法は
未就学児が絵本に親しむ機会を拡充することで、児童の健全育成と子育て世帯の負担軽減

を図るため、 以下の 2つの事業により実施しました。
(1 )未就学児育成図書交付事業
0対象者 ･本市に住民登録のある未就学児を養育している D V 被害者

･本市に住民登録が無い、 未就学児に入所している未就学児
･本市に住民登録が無い、 市内施設に入所している未就学児

0基準日 平成 27年 5月 31日時点 対象児童数 :6,052 人
0 その方法 配布図書券 :児童一人当たり2千円分 (千円券×2 枚)

※市独自発行とし、 購入できる書籍は、 児童用絵本に限定します。
利用店舗 :市内の書店
交付時期 :平成 27年 6月 (同年 8月末まで使用可能)
交付方法 :原則として申請不要とし、未就学児の住民登録地へ特定記録郵便

で送付。ただし、 D V 被害者及び市内施設に入所している児童に
ついては、 申請が必要

(2 )乳児への図書交付事業
○対象者 ･本市に住民登録のある平成 27 年 6月 1日から平成 27 年イ12月 31 日までに

出生した乳児 (以下 ｢対象乳児｣ という。) の保護者



0基準日
0 その方法

･本市への住民登録にかかわらず、本市に居住し対象乳児を養育しているD V
被害者

･市内施設に入所している対象乳児
平成 27年 12月 31日時点 対象児童数 :557人
配布図書 :児童一人当たり2冊 (2 千円相当)
交付方法 :個別通知を行い、交付対象者に市作成のリストの中から児童用絵
本を選定し、同封した葉書により市に返信してもらい、後日、市から絵本を
自宅に送付。
スケジュール :平成 28 年 1月 29日 交付対象者へ通知

2 月 15 日 希望する絵本の回答期限
3 月 15 日 絵本を送付

まとめ
会津若松市は未来ある子どもの為にプレミアム商品券を利用するなどすばらしい事業かと感じ
ました。 不公平感も無く大変関心ある事業でした。

以上


